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新型コロナウイルス感染防止に伴う学校臨時休校について 

 

 先日、全国に緊急事態宣言が発せられたことは皆さまもご存知のことと推察いたします。この宣言を受

け、唐津市立学校も４月２１日から５月６日までの間、臨時休校することとなりました。４月１７日付の

市教委からの文書では「登校日を１日は設けるように」と指示があったのですが、その後「登校日の目的

は児童の生活や学習の状況を把握をするためなので、電話等で連絡が取れれば設定しなくてもよい」と変

わりました。そこで海青中校区の４校校長で話し合いを持ち、感染防止を第１と考え「登校日は設定しな

い」と決めました。 

名護屋小学校は、特に、児童の健康と安全、感染拡大防止を最優先に考え、下記のとおり対応いたしま

す。保護者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルスに係る現状をご理解いただきますようお願い

いたします。 

記 

 

※ 現時点での予定であり、状況の変化に応じて変更することがあります 

 

１ 臨時休校の期間について 

 ○ 令和２年４月２１日（火）～令和２年５月６日（水）  

   

２ 学校行事について 

 ○ ５年田植え 

・４月３０日予定を、５月７日に延期します。 

 〇 春の遠足 

  ・４月２８日に予定していましたが、中止します。 

 

３ PTA行事 

 〇 PTA総会 

  ・開催せず、文書審議で承認を求めます。 

 

４ 臨時休校中の過ごし方について 

 ○ 感染拡大防止のための臨時休校です。 

・ 大人数で密閉された空間に集まったり、大人数が集まる場所に長時間滞在したりすることは避け

てください。 

・ 手洗いに努めさせてください。 

・ 風邪の症状や発熱、強いだるさや息苦しさのある場合は、必ず学校に知らせさせてください。 

・ 上級生は、自ら学ぶ力をつけるために、家庭学習の内容については、宿題を基本としながら、自

分で考え、取り組ませてください。読書にも大いに取り組みましょう。 

・ 生活のリズムを崩さないように、規則正しい生活に努めてさせてください。 

  ・ 原則自宅待機となっていますので、日中の不要な行動は控えさせてください。 

 

５ 今後の対応について 

 〇 臨時休校中の家庭訪問は感染防止の観点から、今の段階では予定していませんが、電話連絡等を取

りながら、検討していきます。変更する場合は「はなまるメール」「学校ホームページ」で連絡しま

す。毎日確認していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 


